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はじめに

人口減少、公共交通の担い手不足が深刻化する中で、都市の持続性を維持していくためには、都
市機能、居住地を集約するだけでなく、誘導地域までのアクセス手段である公共交通と連携し、コ
ンパクトな都市構造を実現することが重要です。そのため、都市の将来像を定める都市計画マス
タープランや立地適正化計画と、交通の望ましい姿を定める地域公共交通計画が相互に連携しなが
ら、同じ方向性を見据えて計画を策定、改定することが求められています。

一方で、多くの自治体においては、各計画の策定する担当部局が異なるという実態があり、都市
計画マスタープランや立地適正化計画が目標年次として10年から20年先の将来像の実現を目指し
た中長期的な視点でまとめられている一方、地域公共交通計画は計画期間を5年程度と設定し、現状
課題への対応を中心とした短期的な視点でまとめられており、目標スパンが異なることから、相互
の計画が十分に連携できていない状況もあります。

具体的には、地域公共交通計画に都市計画マスタープランや立地適正化計画等の記載はあるもの
の、計画名や位置付けの紹介のみであったり、誘導地域図の掲載にとどまっているなど、誘導地域
を踏まえた交通施策の検討や評価項目の設定にまで踏み込んでいない計画も散見されます。

そのような中で、例えばデマンド交通において、当初は地域拠点への輸送を目的としていたもの
の、地域の声に押される形で運行地域を市内全域に拡大し、居住誘導区域への集積が進まないなど、
公共交通がコンパクト・プラス・ネットワークを進めるツールとしてうまく機能していない状況も
生じています。

そこで本手引きでは、各市区町村が地域公共交通計画の策定や改定を行う際に、都市計画マス
タープランや立地適正化計画との連携を進める上でのポイントとともに、関連する事例について調
査し、整理しました。

今後、各自治体における都市の将来像の実現に向けて、本手引きを参考にしていただきながら、
交通行政と都市行政が連携を深め、取組を推進する一助として御活用頂ければ幸いです。

令和６年３月
国土交通省 関東運輸局

2



目次

はじめに

１．交通行政と都市行政の連携の意義
（１）公共交通の役割
（２）地方公共団体が地域公共交通に取り組む意義
（３）まちづくりとの連携の必要性
（４）連携が進んでいるとは言い難い現状
（５）連携により期待される効果
（６）交通行政と都市行政の連携のあるべき姿

２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント
２．１ 計画策定プロセスの連携
２．２ 計画内容の連携
（１）計画内容の連携とは
（２）各段階での連携事例

参考：関東運輸局管内の地域公共交通計画・立地適正化計画両計画を策定した（策定
中含む）自治体に対するアンケート調査結果

3



１．交通行政と都市行政の連携の意義

○地域の移動手段の確保は、地域住民の豊かな暮らしや地域の社会経済活動に不可欠
（葉の交通）
○一方、幹線交通は大きな人流を伴い、都市の形成に大きな影響を及ぼす（幹の交通・
枝の交通）
○「幹・枝・葉の交通」が連携して地域の移動を確保し、こどもから高齢者まで、誰も
が暮らしやすく魅力あふれる地域を創り上げることが必要

（１）公共交通の役割

• 人々の日常生活は、「移動」の上に成立しています。

• 新型コロナウイルス感染症の流行によって生活様式が変わり、ICTの普及や働き方改革が推進される中で生活
の一部がリモートにより代替できるようになりましたが、人々の暮らしや社会経済活動を成り立たせる上で、
「移動」そのものは必要です。

• 高齢化の進行や高齢者による運転免許証の自主返納が進みつつあることから、自家用自動車を運転できない
高齢者等の移動手段の確保として公共交通の重要性は増大しています。

• 一方で、鉄道駅が人々が集う都市の中核となるなど、公共交通は都市の形成にも寄与しています。

「幹・枝・葉の交通」
の考え方

（出典）「地域のくらしを創るサスティナブルな交通の実現に向けて（国土交通省）」 4



１．交通行政と都市行政の連携の意義

○地域公共交通は、地域の都市形成と密接に関係し、これからの地域の「あるべき姿」
を左右する重要な要素であるため、地方公共団体が先導し、地域の交通を戦略的に立
案・実行することが重要

（２）地方公共団体が地域公共交通に取り組む意義

• 従来、地域公共交通の確保・維持については、多くの場合、民間企業の経営努力により、利用者ニーズに対
応する運送サービスを提供する形で推進されてきました。

• しかしながら現在、人口減少や生活様式の変化、公共交通の担い手不足が深刻化する中で、運送サービスを
維持していくためには、交通事業者の経営努力だけでは非常に厳しい状況に直面しています。

• 地域公共交通を取り巻く環境は地域によって異なるため、地域の現状を見て、聞いて、触れて、理解した上
で、交通事業者や住民・利用者、学識経験者など、課題解決に関わるメンバーを集め、連携して地域公共交
通の改善策を検討し、実装していくことが必要です。

• 地域交通法第4条第3項に「市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図り
つつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り
組むよう努めなければならない。」とあり、地方公共団体における地域公共交通への積極的な関与が法律上
からも求められています。

• 一方、まちづくりにおいて、都市機能の効率的な維持を図るためには、コンパクトなまちづくりの実現によ
り、市街地の拡散に伴う低密度化を抑制することや、人口密度を維持することが重要です。

• その実効性を担保するためには、都市機能や居住地を集約するだけでなく、誘導地域までのアクセス手段と
して交通ネットワークを構築することが求められます。
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１．交通行政と都市行政の連携の意義

○市街地の拡散や人口減少の進行は、公共交通の維持・確保を困難にさせるため、居住
や都市機能の誘導と連動しながら、交通機能と生活関連施設を集積させ、都市全体の
価値を高めることが重要

（３）まちづくりとの連携の必要性

• 都市部局と交通部局の双方の担当者が情報共有を進めるとともに、基本的な方針や重点施策について議論を重
ね、方向性を共有し、連携して一体的な取組を推進していくことが必要です。

• 地域公共交通計画においては、都市計画マスタープランや立地適正化計画における拠点と拠点とをつなぐ交通
ネットワーク（基幹的な公共交通軸）と整合を図り、基幹的な公共交通軸のサービスレベルを維持する施策が
求められます。

• 立地適正化計画においても、拠点や公共交通軸沿線に都市機能や居住を誘導することによって、持続安定的な
公共交通事業の確立に寄与することが期待されます。

出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（国土交通省） 6



１．交通行政と都市行政の連携の意義

誘導地域

○関東運輸局管内の自治体が策定している地域公共交通計画においては、次のような事
例が散見されているのが実情

（４）連携が進んでいるとは言い難い現状

本来目指すべき交通ネットワークと
まちづくりとの連携イメージ

連携が進んでいない実態のイメージ（一例）

【連携が進んでいるとは言い難い主な事例】

• 地域公共交通計画内では立地適正化計画を関連計画として記載するのみで「連携」しているという表記どまり
• 計画内で「コンパクト・プラス・ネットワークの都市構造を目指す」と記載があるものの、拠点間を結ぶ路線型
の交通を廃止、全域区域型交通に移行し、地区拠点が形骸化

• 交通事業者からの事前相談、連絡がないまま、利用低減や人手不足等を理由に路線廃止や減便が実施され、立地
適正化計画で定める交通軸が破綻

7
出典：立地適正化計画の手引き（国土交通省）

幹線軸の廃止

地域設定と一致しない
交通軸の設定

誘導地域

市内全域の
デマンド交通の運行

市域

交通行政と都市行政の連携が進まない結果、公共交通（特に基幹軸）の減便・廃止が
生じたとき、まちづくりの将来像と乖離が生じ、コンパクトなまちづくりを
推進するツールとして、交通が十分に機能しなくなることが懸念される



１．交通行政と都市行政の連携の意義

○拠点と拠点とをつなぐ交通ネットワーク（基幹的な公共交通軸）について、地域公共
交通計画・立地適正化計画、双方の計画で具体的・即地的に一致させ、一定のサービ
ス水準（運行頻度・回数）を目標として設定することで、「コンパクト・プラス・
ネットワーク」の中長期的な推進が期待

○短期的にも、行政と交通事業者が路線の必要性について共通認識を持つことで、都市
部局と連携した施策によるバスの利便性の維持や利用者の増加につながることも期待

（５）連携により期待される効果

出典：地域公共交通計画の実質化に向けた検討会 中間とりまとめ（国土交通省）より作成

立地適正化計画
における公共交通軸

視点①：公共交通軸と拠点の充実・保証

まち・観光の骨格となる路線・拠点について、おでかけの足として、利便
性の高いサービスを目指す。

視点②：移動制約者の足の確保

地域交通の不便により移動の制約がある者（高齢者、こども等）に重点
をおいて、移動の足の確保を目指す。

統合的・即地的に描写

具
体
的
・即
地
的

に
一
致
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１．交通行政と都市行政の連携の意義

○交通行政と都市行政の連携の効果を十分に発揮するためには、「計画策定プロセスに
おける連携」と「計画内容における連携」の２つの連携を進めることが重要

各自治体が地域公共交通計画の策定や改定を行う際に、立地適正化計画をはじめとし
た都市行政における計画・構想との連携を進める上で参考となるポイントや取組事例
を次章で提示し、有機的な連携を推進

（６）交通行政と都市行政の連携のあるべき姿

9

①計画策定プロセスにおける連携

②計画内容における連携

都市計画マスタープランや立地適正化計画等で目指す地域の将来像の実現のため、まち
づくりや商業等、関係する部局や交通事業者等と必要に応じて協議・調整を行える体制が
構築されている

地域の将来像を実現するため、地域公共交通計画の策定に当たり、地域の現状や課題、
方針や評価指標について、立地適正化計画等との整合が図られている

出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（国土交通省）



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

【両計画の担当者、関係主体が随時協議・調整できる体制の構築】

○交通は、商業・観光・医療・福祉・教育等、様々な政策分野と関連するが、特にまち
づくり（都市計画）の分野においては交通が中長期的な方向性に大きく影響するため
普段から積極的に都市部局と連携し、情報交換や相談を行うことが重要

○担当部署が異なる状況であっても、関係者が必要に応じて協議・調整を行える体制づ
くりが必要

（a）交通に関する協議会の委員やオブザーバーとして都市部局職員が参画

交通に関する協議会の委員やオブザーバーとして都市部局職員が参画することで、交通が抱えてい
る課題や現状、計画の記載内容について共有を実施

異なる担当部署間での協議体制の構築に係る工夫例

２．１ 計画策定プロセスの連携

10

《交通部局》企画部 政策企画課
《都市部局》都市整備部 都市計画課

地域公共交通活性化協議会の委員として都市整備部が参画し、情報を共有

計画策定にあたり、庁内関係各課に対してヒアリングを実施

工夫したポイント

事例：茨城県神栖市



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

(b) 交通に関する協議会における立地適正化計画の説明、紹介

交通に関する協議会等の場を活用して、都市部局から立地適正化計画の検討状況や記載内容を紹介
することで、まちづくりの検討状況について交通部局職員や交通事業者と情報を共有

11

《交通部局》まちづくり推進部 交通政策課
《都市部局》まちづくり推進部 都市計画課

地域公共交通活性化協議会において、策定作業中であった立地適正化計画の概要について
都市部局より説明を行い、情報を共有

工夫したポイント

事例：神奈川県相模原市

出典：相模原市ホームページ（令和
元年度第2回地域交通活性化協議会
会議録）



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

(c)策定した計画の運用にあたり勉強会を実施

計画策定後、計画の主旨や方針を関係部局に説明することで情報を共有
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《交通部局》土木部 交通政策課
《都市部局》都市部 住環境再生課

地域公共交通計画策定後、まちづくりや福祉、教育等の関係する部局に対して、担当課が
計画の主旨や方針等の説明会を開催し、情報共有

工夫したポイント

事例：千葉県柏市

(ｄ)担当部署の統合

交通の担当部署を都市部局に移管

《交通部局》（令和2年度まで）企画財政部 企画課→（令和3年度以降）都市整備部 都市計画課
《都市部局》都市整備部 都市計画課

地域公共交通計画、都市計画マスタープラン、立地適正化計画の3計画は相互に関係すること
から、同時に策定を進め、5年ごとの見直しスパンを統一

上記３計画の同時策定を見据え、令和３年度に企画系の部局から交通部門を移管、１年間の
検討期間を経て、令和４年度に地域公共交通計画を策定

工夫したポイント

事例：埼玉県本庄市



（参考）関東運輸局管内の協議体制の現状

【関東運輸局管内の現状】
• 地域公共交通計画を策定する交通担当部署が、「都市・まちづくり系」以外にも、「政策企画
系」や「市民生活系」部署などである場合も多い（下図１参照）

• 関東運輸局管内では、半数以上の自治体で両計画を策定した部局が異なる（下図２参照）

• 担当部局が異なる中で、両計画の足並みをそろえるためには、双方の担当者が随時協議できる体
制を整えることが重要

• 部局が異なっても、様々な取組により連携を進めている（下図３・４参照）

自治体アンケート調査（※詳細は40ページ参照）より作成 13
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※当てはまるもの全て選択
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地域交通法法定協議会の委員やオブ

ザーバーとして都市行政部局も参画…

法定協議会とは別に、WGや定例会を開

催した

担当者同士で適宜打合せやメールのや

りとりを行った

庁内で共有・公表されている資料のみを

活用した

特に調整は行っていない

都市行政部局との調整（異部署）（図３）

地域交通法法定協議会の委員やオブザーバー
として都市行政部局も参画した

法定協議会とは別に、WGや定例会を開催した

担当者同士で適宜打合せやメールのやりとりを
行った

庁内で共有・公表されている資料のみを活用した

特に調整は行っていない



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

地域公共交通計画と立地適正化計画の内容を連携させるに当たり、下記の計画記載項目ごとに深化を図り、下部の
項目まで両計画間で整合を図っていくことが、交通を地域で最大限有効活用したまちづくりを進めていくために必要
と考えられます。

地域公共交通計画の関連計画としての、立地適正化計画の位置づけや、
立地適正化計画の記載の中で交通政策に関連する事項を記載

立地適正化計画で示された現状分析結果を地域公共交通計画において
も活用・反映

地域の課題認識について、まちづくりの視点からも記載し、立地適正化
計画と整合を図る

地域の将来の目標像や基本方針について、立地適正化計画における地
域の将来像と整合を図る

交通に関する項目だけでなく、まちづくりの視点を組み合わせた目標も
合わせて設定する

立地適正化計画における拠点設定や誘導地域、基幹交通軸設定を踏ま
えた交通施策を記載する

地域公共交通計画の関連計画として立地適正化計画の記載がない

計画の位置付け

現状分析

課題認識の共有

目標像・基本方針の共有

都市計画上の拠点や誘導区
域と連動した交通施策

まちづくりに関する評価項
目の設定

記載自体がない

連
携
が
よ
り
深
化

（１）計画内容の連携とは

２．２ 計画内容の連携

14※立地適正化計画未策定の自治体においては、都市計画マスタープラン等のまちづくりに関係した計画に置き換えてご覧ください。

目指す交通ネットワーク（幹線／支線、路線型／区域型）を即地的に示し、
立地適正化計画の公共交通軸設定と整合を図る

目指す交通ネットワーク
の共有



4%

80%

30%

21%

17%
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⓪ 地域公共交通計画に立地適正化計画に関

連する記載はない

① 関連する計画の一つとして立地適正化計

画を位置づけた

② ①及び、地域の現状分析・整理において都

市行政部局と連携を図った

③ ②及び、地域の現状の課題認識を立地適

正化計画等と共有

④ ③及び、将来の地域の目標像を立地適正

化計画等と共有

⑤ ④及び、将来の公共交通ネットワークにつ

いて立地適正化計画等を踏まえた設定とした

⑥ ⑤及び、立地適正化計画における中心拠

点、地域拠点設定と連動した交通施策を記載

⑦ ⑥及び、立地適正化計画における公共交

通軸の設定と連動した交通施策を記載

⑧ ⑦及び、公共交通に関する項目に加え、ま

ちづくりに関する評価項目を設定

地域公共交通計画における立地適正化計画の反映状況（図5）

⓪ 地域公共交通計画に立地適正化計画に
関連する記載はない

① 関連する計画の一つとして立地適正化計画
を位置づけた

② ①及び、地域の現状分析・整理において
都市行政部局と連携を図った

③ ①、②及び、地域の現状の課題認識を
立地適正化計画等と共有

④ ①～③及び、将来の地域の目標像を
立地適正化計画等と共有

⑤ ①～④及び、将来の公共交通ネットワークに
ついて立地適正化計画等を踏まえた設定とした

⑥ ①～⑤及び、立地適正化計画における中心
拠点、地域拠点設定と連動した交通施策を記載

⑦ ①～⑥及び、立地適正化計画における公共
交通軸の設定と連動した交通施策を記載

⑧ ①～⑦及び、公共交通に関する項目に加え、
まちづくりに関する評価項目を設定

（参考）関東運輸局管内の計画内容の現状

【関東運輸局管内の現状】

• 多くの自治体の地域公共交通計画では、立地適正化計画を関連計画として位置付けているが、地
域課題や目標像の共有、評価項目にまちづくりの視点を入れた計画はごく一部の自治体のみ（下
図５参照）

• 地域公共交通計画において、都市部局と連携した項目が多い自治体ほど、連携の効果を実感して
いる傾向（下図６参照）

• 計画上における連携項目が１つの自治体の多くは「計画の位置付け」の記載にとどまっている。
また、複数の連携項目が見られる自治体においても「評価項目への反映」まで記載している自治
体は一部のみ

自治体アンケート調査（※詳細は40ページ参照）より作成

15

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1～2つ該当

3～4つ該当

5～6つ該当

7つ以上該当

地域公共交通計画において都市部局と連携した項目数と連携の

効果の実感（図6）

効果を実感 実感していない



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

立地適正化計画で示された現状分析結果を地域公共交通計画においても活用・反映

（２）各段階での連携事例：（a）現状分析

出典：春日部市地域公共交通計画（R3.3）【ｐ20、30】

★（a）事例「春日部市」のポイント

• 立地適正化計画で示された施設立地の評価や
鉄道駅の整備状況等について、地域公共交通
計画に反映

16

地域公共交通計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：（a）現状分析

17
出典：春日部市地域公共交通計画（R3.3） 【ｐ42、45】

地域公共交通計画

★（a）事例「春日部市」続き



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

地域の課題認識について、まちづくりの視点からも記載し、立地適正化計画と整合を図る

（２）各段階での連携事例：(b)課題認識の共有

★（b）事例①「前橋市」のポイント
• 地域公共交通計画では、自動車依存の影響として、通勤通学圏や経済活動圏の拡大による人口
密度の低下というまちづくりへの影響について言及

• 立地適正化計画でも、公共交通のサービス低下による移動性低下について言及

出典：前橋市地域公共交通計画（R3.6）【ｐ92】
18

出典：前橋市立地適正化計画（H31.3）【ｐ15】

地域公共交通計画 立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(b)課題認識の共有

★ （b）事例②「水戸市」のポイント

• 地域公共交通計画において、将来の都市空
間の整備を支える公共交通体系の構築につ
いて言及

• 立地適正化計画でも公共交通体系の見直し
や利便性の維持・向上について言及

出典：水戸市公共交通基本計画（H28.3）【ｐ47】

19

出典：水戸市立地適正化計画（H31.3）【ｐ41】

地域公共交通計画

立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

地域の将来の目標像や基本方針について、立地適正化計画における地域の将来像と整合を図る

（２）各段階での連携事例：(c)目標像・基本方針の共有

★（c）事例①「日立市」のポイント

• 「誰もが移動できるまち」「歩いて
暮らせるまち」という共通の目標像
を設定

• 「公共交通を軸としたまちづくり」
「公共交通と連携した機能の集約」
という共通の基本方針を設定

出典：日立市地域公共交通網形成計画（H28.3）【ｐ75】
※日立市は令和6年3月に上記計画の後継計画である「地域公共交通計画」を策定しましたが、
取材・調査時点では公表前だったため、地域公共交通網形成計画を参照しています。

20
出典：日立市立地適正化計画（R2.3）【ｐ2、19】

地域公共交通計画

立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(c)目標像・基本方針の共有

★（c）事例②「前橋市」のポイント

• 自動車依存の脱却という共通の目標を地域
公共交通計画、立地適正化計画に記載

21

出典：前橋市地域公共交通計画(R3.6）【ｐ98】

出典：前橋市立地適正化計画 概要版（H31.3）【ｐ3】

地域公共交通計画

立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(c)目標像・基本方針の共有

★ （c）事例③「水戸市」のポイント

• 公共交通ネットワークとまちづくりの連携について地域公共交通計画、立地適正化計画に記載

22出典：水戸市公共交通基本計画（H28.3）【ｐ52】

出典：水戸市立地適正化計画（H31.3）【ｐ45】

地域公共交通計画 立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

目指す交通ネットワーク（幹線／支線、路線型／区域型）を即地的に示し、立地適正化計画の公共交通
軸設定と整合を図る

（２）各段階での連携事例：(d)目指す交通ネットワークの共有

★（d）事例①「厚木市」のポイント
• 誘導地域を踏まえた将来の交通ネットワークを設定

出典：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（R3.3）【p10、50】 23

地域公共交通計画 立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(d)目指す交通ネットワークの共有

★（d）事例②「日立市」のポイント
• 都市拠点の配置や交通軸、人口推計をもとに、将来の交通ネットワークと交通政策上のエリア
区分を図示

24出典：日立市地域公共交通網形成計画（H28.3）【ｐ62、65】

地域公共交通計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(d)目指す交通ネットワークの共有

★（d）事例③「柏市」のポイント
• 目指すべき公共交通ネットワークについて、立地適正化計画で示されている公共交通ネット
ワークの考え方を参考とした旨やそのイメージを地域公共交通計画に記載

25

地域公共交通計画

出典：柏市地域公共交通網形成計画
（H31.2）【ｐ55】
※柏市は令和6年3月に上記計画の後継計画である
「地域公共交通計画」を策定しましたが、取材・
調査時点では公表前だったため、地域公共交通網
形成計画を参照しています。



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(d)目指す交通ネットワークの共有

26出典：前橋市地域公共交通計画（R3.6） 【ｐ93】出典：前橋市立地適正化計画 概要版（H31.9）【ｐ4】

★（d）事例④「前橋市」のポイント
• 立地適正化計画における将来都市構造を踏まえ、地域公共交通計画における将来の公共交通軸を
設定

地域公共交通計画立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(d)目指す交通ネットワークの共有

27

★（d）事例⑤「水戸市」のポイント
• 地域公共交通計画における幹線、支線の設
定を立地適正化計画にも反映

出典：水戸市公共交通基本計画（H28.3）【ｐ55】 出典：水戸市立地適正化計画（H31.3）【ｐ47、48】

地域公共交通計画

立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(e)都市計画上の拠点や誘導区域と連動した交通施策

28

立地適正化計画における拠点設定や誘導地域、基幹交通軸設定を踏まえた交通施策を記載する

★（e）事例①「相模原市」のポイント
• 中山間地域の拠点間を結ぶ交通ネットワークについて、立地適正化計画で「一定サービス水準
の維持」が必要としており、地域公共交通計画においても、該当路線を「基幹バス路線」「幹
線バス路線」と位置付け、輸送力確保を施策に掲げている。

出典：相模原市総合都市交通計画（R4.3）【ｐ86、87】出典：相模原市立地適正化計画（R2.3）【ｐ18】

地域公共交通計画立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(e)都市計画上の拠点や誘導区域と連動した交通施策

★ （e）事例②「厚木市」のポイント
誘導地域を踏まえた施策を記載、施設配置と誘導地域図を重ね合わせることで位置関係を視覚的

に把握

出典：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（R3.3）【p134、135】
29

地域公共交通計画 立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(e)都市計画上の拠点や誘導区域と連動した交通施策

★ （e）事例③「日立市」のポイント
• 生活圏を踏まえた施策やまちづくりと連動した施策を地域公共交通計画に記載

30出典：日立市地域公共交通網形成計画（H28.3）【ｐ76-100】

地域公共交通計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(e)都市計画上の拠点や誘導区域と連動した交通施策

★ （e）事例④「前橋市」のポイント
• 誘導区域を踏まえた施策を推進、全体像を整理

31

出典：前橋市地域公共交通計画(R3.6） 【ｐ108、110】

出典：前橋市立地適正化計画 概要版（H31.3）【ｐ8】

地域公共交通計画

立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

交通に関する項目だけでなく、まちづくりの視点を組み合わせた目標も合わせて設定する

（２）各段階での連携事例：(f)まちづくりに関する評価項目の設定

出典：つくば市地域公共交通計画（R3.3）【ｐ91】

★（f）事例①「つくば市」のポイント
• 立地適正化計画における誘導地域設定を踏まえた指標を地域公共交通計画の評価指標として設
定

32

地域公共交通計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(f)まちづくりに関する評価項目の設定

★（f）事例②「日立市」のポイント
• 地域公共交通計画において、BRT沿線の沿線人口を評価項目として設定

33
出典：日立市地域公共交通網形成計画（H28.3）【ｐ72、74】

地域公共交通計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(f)まちづくりに関する評価項目の設定

★（f）事例③「水戸市」のポイント
• 地域公共交通計画において、中心市街地の歩行者通行量を評価項目として設定
• 立地適正化計画において、路線バス利用者数を評価項目として設定

34
出典：水戸市公共交通基本計画（H28.3）【ｐ87、89】 出典：水戸市立地適正化計画（H31.3）【ｐ118、119】

地域公共交通計画 立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

（２）各段階での連携事例：(f)まちづくりに関する評価項目の設定

★ （f）事例④「春日部市」のポイント
• 地域公共交通計画と立地適正化計画において、共通の数値目標を設定

35

出典：春日部市地域公共交通計画（R3.3） 【ｐ74】

出典：春日部市立地適正化計画（R5）【ｐⅧ-1】

地域公共交通計画

立地適正化計画

（補足：地域公共交通計画の目標年次は令和9年度）



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

・公共交通を考慮した誘導地域の設定

参考：立地適正化計画における交通行政を反映した記載例①

★ポイント（日立市）
• 居住誘導区域、都市機能誘導区域について、鉄道駅、バス停からの距離も考慮して設定
• 対象とするバス路線について、地域公共交通網形成計画における設定を反映

36

都市機能誘導区域の設定方針

居住誘導区域の設定方針

出典：日立市立地適正化計画 概要版（R2.3）【ｐ6、9】 出典：日立市地域公共交通網形成計画（H28.3）【ｐ66】

立地適正化計画 交通計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

・公共交通を考慮した補助制度の設定

★ポイント（日立市）
• BRT沿線の宅地分譲促進のため、宅地開発事業者を対象とした補助制度を設定

37

出典：日立市立地適正化計画（R2.3）【ｐ82】

立地適正化計画

参考：立地適正化計画における交通行政を反映した記載例②



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

・公共交通を考慮した評価指標の設定

参考：立地適正化計画における交通行政を反映した記載例③

★ポイント（日立市、前橋市）
• 立地適正化計画の評価指標について、駅
勢圏の人口密度や公共交通の利用率等の
交通に関連した指標を設定

38

出典：日立市立地適正化計画 概要版（R2.3）【ｐ17】

出典：前橋市立地適正化計画 概要版（H31.3）【ｐ10】

立地適正化計画

立地適正化計画



２．連携のあるべき姿を実現するためのポイント

・公共交通を考慮した施策の設定

参考：立地適正化計画における交通行政を反映した記載例④

39

出典：水戸市立地適正化計画（H31.3）【ｐ108、110】

★ポイント（水戸市）
• 居住誘導区域の魅力度向上のため、公共交通ネットワークの拡充についても言及
• 主な取組として交通ネットワークの強化、サービス水準の維持・向上を記載

立地適正化計画



参考）関東運輸局管内の地域公共交通計画・
立地適正化計画両計画を策定した（策定中含
む）自治体に対するアンケート調査結果
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【調査概要】
実施時期：令和6年1月23日～2月9日
実施方法：メール配信、メール回収
対象自治体：地域公共交通計画及び立地適正化計画を策定済の自治体

※地域公共交通計画の策定作業中を含む
回収率：88％（86自治体中76自治体）



参考：地域公共交通計画・立地適正化計画の策定状況

関東運輸局管内における両計画策定状況
（策定作業中の自治体含む86自治体）

• 関東運輸局管内では、全343市町村のうち、86市町村において地域公共交通計画と立地適正化計
画の両計画を策定（策定作業中含む）

• アンケートに回答のあった76自治体のうち、約４割の30市町村では両計画を策定する部署が同じ
である一方で、全体の約６割の46市町村においては、両計画を策定する部署が異なる

同部署で策定
異部署で策定
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参考：連携の取組の実態

（１）地域公共交通計画における立地適正化計画の記載状況

策定した地域公共交通計画における、立地適正化計画に関連した記載について、回答のあった76
自治体のうち、「立地適正化計画に関連した記載がない」自治体は3自治体あったが、いずれも立
地適正化計画の策定より前に地域公共交通計画を策定した自治体である

現状分析・整理、目標像の共有、施策の連動と段階が進むにつれて該当する自治体は少なくなり、
まちづくりに関連した評価項目を設定している自治体は4自治体に留まる
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参考：連携の取組の実態

（２）両計画の連携の方法

都市部局との連携や情報共有に当たり、多くの自治体において法定協議会への都市部局の参画や担
当者間での打合せ等により直接的な情報共有を図っている状況

特に、担当部局が異なる場合には、半数以上の自治体が法定協議会に委員等で参画することで情報
共有を実施

「その他」の連携手法としては、
• 計画の策定にあたり、専門的な調査及び協議を行う場として法定協議会の分科会を設置し、
都市計画審議会の委員である学識経験者が分科会の会長として参画

• 地域公共交通計画の策定支援業務のプロポーザルの選定委員として都市行政担当職員に依頼
等があった
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参考：連携の取組の実態

（３）調整上の課題

都市部局との調整上の課題として、「交通分野が抱える喫緊の課題と、都市行政施策のタイムスパ
ンが異なる」が最も多く挙げられた

両計画を同時に策定した自治体においても、上記課題に直面しながら施策の対応に当たっている状
況
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参考：連携の取組の実態

（４）調整の効果

• 両計画が同時期に策定された自治体において、都市行政部局との調整の効果として「公共交通の利
用者増加」や「財源確保が容易になった」などを実感

• 「明確な効果は実感していない」自治体が多数を占めるが、同時に策定した自治体においては相対
的に少なく、何らかの効果を実感している状況

• 「その他」の意見として、「まちづくりと公共交通の方向性について共通認識を持てた」、「コン
パクトプラスネットワークの観点に基づく公共交通の認識の醸成」など、自治体職員の意識の面で
変化が見られたという意見があった
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